
第４０号議案

　　令和３年度加東市水道事業会計補正予算（第１号）

　（総則）

第１条　令和３年度加東市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出の補正）

第２条　令和３年度加東市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　（科    　目） 　　　　（既決予定額） 　　　　　　　（  計  ）

　　　収　         入

第１款 1,621,016 千円 385 千円 1,621,401 千円

  第１項 営 業 収 益 1,234,143 千円 △ 368,487 千円 865,656 千円

  第２項 営 業 外 収 益 386,863 千円 368,872 千円 755,735 千円

　　　支　         出

第１款 1,460,425 千円 385 千円 1,460,810 千円

  第１項 営 業 費 用 1,430,687 千円 385 千円 1,431,072 千円

　（他会計からの補助金等の補正）

第３条　予算第９条中「１３，７７０千円」を「３８２，６４２千円」に改める。

  令和３年５月１２日提出

水 道 事 業 収 益

水 道 事 業 費 用

　　　　　加東市長　安　田　正　義

（補正予定額）



収    入     （単位：千円）

備　　考

1 水道事業収益 1,621,016 385 1,621,401

1 営 業 収 益 1,234,143 △ 368,487 865,656

1 給 水 収 益 1,193,187 △ 368,487 824,700

2 営 業 外 収 益 386,863 368,872 755,735

6 他 会 計 補 助 金 0 368,872 368,872

支    出     （単位：千円）

備　　考

1 水道事業費用 1,460,425 385 1,460,810

1 営 業 費 用 1,430,687 385 1,431,072

4 総 係 費 161,717 385 162,102

計項 目 既決予定額 補正予定額

計

       令和３年度加東市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

  収益的収入及び支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額

款
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加東市水道事業会計補正予算（第１号）説明書

令和３年度



（款）水道事業収益

1 営 業 収 益 1,234,143 △ 368,487 865,656

1 給 水 収 益 1,193,187 △ 368,487 824,700

水 道 料 金 △ 368,487

2 営業外収益 386,863 368,872 755,735

6 他 会 計 補 助 金 0 368,872 368,872

一般会計補助金 368,872

1,621,016 385 1,621,401

支    出

（款）水道事業費用

1 営 業 費 用 1,430,687 385 1,431,072

4 総 係 費 161,717 385 162,102

委 託 料 385

1,460,425 385 1,460,810

既決予定額 補正予定額

　　　　説　　　　　　　明　　　
区 分

合　　　　　　　　　　　計

（単位：千円）

節

金 額

新型コロナウイルス感染症対策　水道
料金減免に伴う補助

新型コロナウイルス感染症対策　水道
料金減免

令和３年度加東市水道事業会計補正予算（第１号）説明書

収益的収入及び支出

収    入

（単位：千円）

項 目 　　　　説　　　　　　　明　　　
区 分 金 額

計

合　　　　　　　　　　　計

項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

水道料金減免に伴う電算システムのプ
ログラム調整及びシステム改修業務委
託料
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令和３年度

加東市水道事業会計補正予算（第１号）補足説明書

第
４

０
号
議

案
 
説

明
資
料



 令和３年度加東市水道事業会計補正予算（第１号）は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況の中、市民生活や事業活動を支援す

るため、一般会計からの補助を受けて水道料金を６か月間（６月から１１月までの請求分）減免する補正予算を編成いたしました。

 収益的収入及び支出をそれぞれ３８５千円増額し、水道事業収益の総額を１，６２１，４０１千円、水道事業費用の総額を１，４６０，８１０

千円といたします。

営業収益のうち、給水収益を３６８，４８７千円減額補正します。

また、減免措置に係る電算システムのプログラム調整及びシステム改修費として、営業費用のうち、総係費を３８５千円増額補正します。

これらを補填する財源として、営業外収益のうち、他会計補助金（一般会計繰入金）を３６８，８７２千円増額補正します。

１ 収益的収入補正予算の概要

(1)   減免の内容（減免対象者、対象範囲） 

ア 一般家庭及び市内在住の個人事業者は、基本料金及び従量料金の全額を免除 

イ 上記以外の事業者は基本料金のみを免除 

基本料金 従量料金 

一般家庭 免除 免除 

事業所

工  場

市内在住の個人事業者 免除 免除 

上記以外の事業者（※） 免除 － 

（※）上記以外の事業者 

  (ｱ)  法人名義で契約されている方 

     (ｲ)  市内在住の個人名義で契約している場合であっても、水道料金を法人名義の口座から振替納付されている方、又は、納付書の請求

先を法人名義にされている方 

     (ｳ)  契約者が市外在住（加東市に住民登録が無い）で、加東市内で事業をされている方 

-1-



(2) 水道料金の減免見込額（減免期間６か月）                             （単位：千円）

対 象 者 基本料金 Ａ 従量料金 Ｂ 合計 Ａ＋Ｂ 備 考

一般家庭・個人事業者（16,495 件） 96,977  223,496  320,473 Ａ＋Ｂの全額を免除

上記以外の事業者（1,398 件） 48,014  -    48,014 Ａの基本料金を免除

合 計（17,893 件） 144,991 223,496 368,487 

  ※官公庁用（約 390 件）は水道料金減免の対象外とするため、上記表内の件数及び金額に含まれていません。

※無制限の利用を抑制するため、下水道使用料は減免対象外とします。

(3) 減免期間 

６か月間（６月から１１月までの請求分） 

偶数月請求の方は、６月、８月、１０月請求分（４月から９月使用分） 

奇数月請求の方は、７月、９月、１１月請求分（５月から１０月使用分） 

(4) 手続 

対象者からの申請手続は不要 

(5) 負担軽減額 

口径２０ｍｍ以下、１か月２０ 使用の一般家庭の場合：３，７２９円×６か月分＝２２，３７４円

（参考：資料№１） 
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１ 負担軽減額 

(1) 一般家庭、市内在住の個人事業者で、基本料金及び従量料金免除の場合 

種類 条件 免除する水道料金額（消費税込、６か月） 

基本料金のみ世帯 口径２０mm 以下、使用水量が１月当たり５ までの世帯  ５，９４０円 

平均的な世帯 口径２０mm 以下、使用水量が１月当たり２０ までの世帯 ２２，３７４円 

事業所 口径２５mm、使用水量が１月当たり５０ の事業所 ６９，０３６円 

(2) 営業用、工場用で基本料金のみ免除の場合 

口径 基本料金（消費税込、６か月） 

２０mm 以下 ５，９４０円  

２５mm 以下 ４２，１０８円  

３０mm 以下 ７６，８９０円  

４０mm 以下 １１７，９４２円  

５０mm 以下 １７９，７１８円  

７５mm 以下 ５６１，６６０円  

１００mm 以下 ９５４，８２２円  

１５０mm 以下 １，９０９，６４４円  

資料№１ 
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